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◆開会 

 

【事務局：小島河川調査官】 皆様、本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りまことにあり

がとうございます。ただいまより第１１回利根川・江戸川有識者会議を開催させていただ

きます。私は、本日の進行を務めさせていただきます関東地方整備局河川調査官の小島と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、本日の資料を確認させていただきます。お手元に、資料目録、その下に本日

の議事次第、それから委員名簿、座席表、そして資料１、資料２、その下に参考資料とい

たしまして参考資料１、参考資料２という資料をお配りしているかと存じます。以上とな

りますが、配付漏れ等ございましたら、お知らせいただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。本日のご出席者につきましては、委員名簿、それから座席表をご参照いただけれ

ばと存じます。本会議につきましては、事前にお知らせいたしましたとおり、「利根川・江

戸川有識者会議公開規定」、「同傍聴規定」に基づき公開しております。また、今回はテレ

ビ傍聴会場を用意しております。傍聴会場への中継などのために本会場内にビデオカメラ

等による撮影を行っておりますがご了承ください。取材及び傍聴の皆様には、事前にお配

りしております「会議の傍聴にあたっての注意事項」に沿って、適切に取材及び傍聴され、

議事の進行にご協力いただきますようお願いいたします。なお、議事の進行に支障を与え

る行為があった場合には、申しわけございませんが、退室いただく場合がございますので、

ご承知おきいただきたいと思います。それでは、開会に当たりまして、関東地方整備局河

川部長の泊よりご挨拶申し上げます。 

  

◆挨拶（関東地方整備局） 

 

【事務局：泊河川部長】 失礼して場所を移動させていただきます。 

 国土交通省関東地方整備局河川部長の泊でございます。本日は、大変ご多忙の中、委員

の皆様には、「第１１回利根川・江戸川有識者会議」にご出席いただき、ありがとうござい

ます。本会議は、「利根川・江戸川河川整備計画（案）」を作成するに当たりまして、学識

経験を有する皆様のご意見を聴く場という趣旨で設置しております。去る１月２９日に河

川整備計画（原案）を公表いたしました。本日、河川整備計画（原案）につきまして、多

くの委員の皆様のご意見を賜りたいと考えております。委員の皆様には貴重なお時間を頂

戴いたしますが、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局：小島河川調査官】 まことに申しわけございませんが、カメラ撮りはここまで

とさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

（カメラ退出） 

 

【事務局：小島河川調査官】 それでは、ここからの議事の進行につきましては、座長の

宮村委員にお願いしたいと思います。宮村座長、よろしくお願いいたします。 
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◆議事 

 

【宮村座長】 議事に入る前に、意見書が前回、前々回と同様に届いているということな

ので、事務局よりご説明ください。 

 

【事務局：小島河川調査官】 まず、大熊委員、それから、関委員から有識者会議委員あ

てに意見書が３通届いてございます。それから利根川流域市民意委員会から要請書という

ことで１通届いてございます。それぞれ有識者会議で配付してほしい旨の申し入れをいた

だいております。事前に座長にお伺いしたところ、「この場で配付してください」と言われ

てございますのでこれから配付をしたいと思いますが座長よろしいでしょうか。 

 

【宮村座長】 どうぞ、お配りください。 

 

【事務局：小島河川調査官】 それでは、事務局のほうで配付させていただきます。 

 

（事務局から各委員へ資料配付） 

 

【事務局：小島河川調査官】 それでは座長、お願いします。 

 

【宮村座長】 それでは議事に入ります。前回に引き続きまして、利根川・江戸川河川整

備計画（原案）についてのご意見をいただくということで始めたいと思います。 

まず事務局から資料の説明をお願いします。 

 

【事務局：小島河川調査官】 それでは資料の説明をさせていただきます。 

 

【事務局：荒川河川計画課長】 河川計画課の荒川でございます。座って説明させていた

だきます。お手元にお配りしている資料等につきまして、説明させていただきたいと思い

ます。 

まず、参考資料２、Ａ３判の一番下にお配りしている資料を説明させていただきたいと

思います。参考資料２「利根川・江戸川河川整備計画のこれまでの主な経緯等」と左上に

記載されている資料でございます。参考資料２につきましては、利根川・江戸川河川整備

計画の主な経緯等をお示した資料でございます。今回、時点修正を行っておりますが、お

さらいも含めまして、これまでの主な経緯等について説明させていただきたいと思います。 

一番上ですが、利根川・江戸川河川整備計画に関しては、平成１８年度ごろから検討を

進めてきております。平成２２年９月にダム事業の検証を行うよう、国土交通大臣から指

示があり、平成２３年１０月に「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」

を公表してございます。八ッ場ダムの検証に当たりましては、総事業費、堆砂計画、工期

や過去の洪水の実績など、計画の前提となっているデータ等について詳細に点検を行って
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おり、その際、地すべり対策等に関しても検討を行ってございます。このような点検を踏

まえまして、洪水調節、新規利水、流水の正常な機能の維持の各目的別に検討を行ってご

ざいます。例えば洪水調節の目的別の検討では、河川を中心とした対策に加えて、流域を

中心とした対策を含め、幅広い治水対策案を検討し、地域社会への影響、環境への影響な

ど、さまざまな評価軸による評価を実施してきております。また、新規利水の観点からの

検討に当たっては、例えば水需給計画の点検確認などが実施されております。資料の中段

のやや上のいくつかの枠のところでございますが、検証報告書（素案）については平成２

３年１０月以降、パブリックコメントを行うとともに、学識経験を有する方々、関係住民、

地方公共団体等から意見聴取を行っており、いただいたご意見に対して検討主体である関

東地方整備局の考え方をお示しさせていただいております。なお、これらの資料につきま

しては、関東地方整備局のホームページで公開してございます。その後、本資料の左側の

中段ですけれども、平成２４年５月２５日には、利根川・江戸川河川整備計画における治

水対策に係る目標流量について記者発表を行い、関係する住民や学識経験を有する皆様方、

関係都県からご意見をお聴きしてまいりました。さらに、去る１月２９日に利根川水系利

根川・江戸川河川整備計画（原案）を公表し、有識者会議でご意見をお聴きするとともに、

関係住民等から意見聴取を実施してきております。本日の第１１回利根川・江戸川有識者

会議については、左側のこれまでの主な経緯の一番下の枠に追加し、記載させていただい

ております。 

続きまして、前回、有識者会議におきまして、野呂委員からカスリーン台風当時の八斗

島地点下流における河道の広さ等に関してご依頼がございましたので補足説明させていた

だきたいと思います。お配りしている資料２「川俣流量観測所横断図昭和２２年５月２１

日測量 栗橋流量観測所横断図昭和２２年９月測量」をご覧いただけますでしょうか。資

料２の２枚目にカスリーン台風当時の横断図として、上段に｢利根川筋川俣高水流量観測箇

所横断面図｣として「川俣流量観測所横断図」、また下には「栗橋地先利根川本川高水流量

観測箇所断面図として「栗橋流量観測所横断図」をお示ししてございます。なお、これま

でもご説明させていただいているように河川整備計画（原案）の目標流量は、平成２３年

に新たに構築した流出計算モデル等に基づき検討を行ったものであり、昭和２２年９月洪

水の観測流量など過去の検討内容をもとにしたものではございません。説明については以

上でございます。 

 

【宮村座長】 ありがとうございました。 

それでは河川整備計画（原案）について、これまでも意見をいただいてきましたが、さ

らにご意見がある方は、ご発言をくださって結構です。何かございますか。 

 

【大熊委員】 はい。 

 

【宮村座長】 どうぞ。 

 

【大熊委員】 まずお尋ねしたいのは、次回３月２９日が予定されていますけれども、私
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は、この日は前々から予定があって欠席するということなので、お尋ねしておきたいんで

す。今現在、４月以降の日程等の問い合わせがないのですけれども、４月以降はどうなる

のか。従来ですと大分早い段階から日程を確保するよう要請されてきたんですけれども、

今回はそれがないので、どのような考えなのか教えてください。 

 

【宮村座長】 事務局のほうで、発言ございますか。 

 

【事務局：泊河川部長】 前からも申し上げておりますが、今後の進め方につきましては、

私どものほうで検討を進めて行きたいと思います。現時点では決定している事項はござい

ません。 

 

【大熊委員】 わかりました。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 それでは、ご意見をいただきたいと思います。 

 

（関委員挙手） 

 

【宮村座長】 ほかにありますか。ちょっとお待ちください。いままでご発言をいただい

てなかった方で、渡辺さん何か発言ありますか。よろしいですか。 

 

【宮村座長】 あとはどなたか、ご発言の意志がございましたらお手をあげていただくと

ありがたいですけれどもよろしいですか。それでは、関さんからどうぞ。 

 

【関委員】 いままで、有識者会議と、この間に公聴会とパブリックコメントが行われて、

さまざまな意見が出ていると思うんです。当然それらの意見を聴いた上で、原案を修正し

て、原案の修正版が出されてきた中で、これまで出された意見がどのように反映されてい

るのかを検討した上で、また討議して、その結果を受けてまた修正するといった、原案、

コメント、修正、コメント、修正というキャッチボールのプロセスが必要だと思います。

けれども、いまのところ公聴会やパブコメを受けて、それがどのように反映されて、どの

ような箇所を修正する必要があるのかということに関して、何の説明もないんですけれど

も、そこら辺、どのようにお考えなのかお聞かせください。 

 

＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【宮村座長】 もし、事務局のほうで何か発言があれば言っていただきたい。この有識者

会議は、皆さんの意見を聴く会で、何かをまとめる会ではないです。それは再々申し上げ

てきましたが……。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので、発言はご遠慮いただきたいと思います。議事の進行の妨げになる発言はご遠慮

いただきたいと思います。 

 

【宮村座長】 いいですね。 

 

【関委員】 関東地整からは何のコメントもない。 

 

【宮村座長】 特別、何かありますか。 

 

【事務局：泊河川部長】 ご意見は以上でよろしいですか。 

 

【宮村座長】 ほかに。ちょっと待って、関さん。 

そういうご意見が出ましたが、大熊さん、意見があったら言ってください。 

 

【大熊委員】 一点、今後の日程に関しては前回も要望書を出していて、月２回くらいで

少なくとも７月くらいまでやってほしいというお願いを出してありますので、ぜひそれを

ご検討いただきたいと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【大熊委員】 それから、きょう出した意見書を簡単にちょっとふれさせてください。 

まず｢利根川の自然の回復を目指した河川整備計画を－円山川水系河川整備計画（原案）

を良き例として－｣という意見書を出させていただきました。前回、この円山川についてち

ょっとふれました。近畿地方整備局での円山川の扱いが自然環境を的確に捉えて、今後ど

うあるべきかラムサール登録湿地にふさわしい環境整備をやっていこうとされているので、

ぜひ利根川もこのようにやっていただきたいということで意見書を追加させていただきま

した。 

それから、私個人名で出しているものがございます。利根川・江戸川治水計画に関する

意見書で、前回、虫明先生と私との間で八ッ場ダムの評価がかなり違っていたということ

で、私は前回４点くらいあげたと思うんですけれども、もう一度整理してそこにあるよう

に６点、今後八ッ場ダムができた場合に大変維持管理の難しいダムであり、こういうやっ

かいなダムは造らないほうがいいということで、意見をそこに書かせていただきました。 

それから、やはり貯留関数法の新モデルについて、前回、無次元か無次元でないか大分

議論があって、国交省のホームページを見ますと、大分いろいろと書き方が日々変わって

いるような感じでございますけれども、無次元という括弧書きがあったものが消えて定数
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となり、さらにモデル定数といったように変化してきているので、この辺、今後どうなる

のか、きちっとした国交省としての見解をいただきたいというふうに思います。ともかく、

前回、小池先生からはＰが０．６であれば次元がお互いイコールで結ばれて問題ないんだ

といったようなご発言がありましたけれども、意見書の３ページのところに貯留関数の新

モデルと旧モデルの定数を比較した表を掲げておきました。 

旧モデルでは飽和雨量が全部４８ｍｍで統一されていたのを、新モデルではそれなりに

合理的というかリーズナブルな値がそこに掲げられているんですけれども、今回Ｋ、Ｐを

見るとかなり変化してきているということで、どういう条件に基づいてこういうＫ、Ｐが

正しいというか、それなりに実現象を表現している定数であるのかどうか、それを判断す

る基準といったものが、どうもないのではないか、かなりばらばらに決められてきている

ように思います。 

例えば奥利根流域ですとＫの値が５分の１から６分の１のように小さくなってきて、Ｐ

の値が０．６に近づいてきているといったように、それから吾妻流域では飽和雨量が無限

大であることに対して、Ｐが０．３という形で全部同じ値になっているように、かなり、

てんでんばらばらになっています。それぞれこういう数字の中でＫは全部別々の次元を持

つという形になるわけですよね。こういうＫ、Ｐの妥当性を判定する基準がない。 

そういう意味で前回提示させていただいた冨永先生のｓ０とかｑ０というものを求めて、

それで判断していくと妥当なＫ、Ｐの範囲が定まってくるのではないのかと考えておりま

す。とりあえず飽和雨量をそのままにして、旧モデルのＫ、Ｐを使って計算しますとカス

リーン台風豪雨相当では八斗島でのピーク流量は１６，０００ｍ３／ｓくらいになってし

まいます。そういったことで貯留関数法の新モデルには、やはり疑義があると私は考えて

いるところです。 

それとそれを検証した東大モデル、京大モデルというのも、数字が２１,１００ｍ３／ｓ

前後だということで、計算結果が似ているというだけで、何らこの貯留関数を検証したも

のにはなっていないと判断いたします。それでこういう意見書を出させていただきました。 

それから貯留関数法の問題点について、もうひとつ意見書を出させていただいたという

ところで、いま話したようなことが中に書いてありますけれども、これは関さんと連名で

すので、関さん補足ありませんか。 

 

【関委員】 前回、小池先生は洪水の規模が大きくなっていくと、だんだんＰの値は０．

６に近づいていくということをおっしゃられたんですけれども、いま大熊先生がおっしゃ

ってくださった、大熊先生の意見書の３ページを見ますと、０．３のところが多いわけで

す。Ｐが０．３のところが多くて、当然検討した対象洪水に合わせて０．３というのが求

まったと思うんですけれども、その１．５倍とか２．０倍とかの雨が降った場合には０．

３ではないわけで、おそらく上がってくるはずです。なので０．３という値を求めて、そ

こから計算して２１，１００ｍ３／ｓを妥当としてしまったという結論そのものが妥当で

はないと私は考えます。 

先ほど、例えば０．６にしてみたらどうなるのだろうということでちょっとやってみた

んですけれど、いま０．３になっているところを０．６に直して計算すると、やっぱり２



8 

１，１００ｍ３／ｓだったものが１８，０００ｍ３／ｓくらいに下がってきます。だんだ

ん０．６に収束していくとするのであれば、当然、その分計算は、いま０．３という仮定

でやっている計算値は過大になっているわけですから、ほんとうに０．６に直すだけで１

５％くらい下がる結果になりますので、これはやはり再検討の必要があると思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので、会場からのご発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会議の進行の妨げになる発言はご遠慮願います。会議の進

行の妨げになる発言はご遠慮願います。 

 

【大熊委員】 はい。 

 

【宮村座長】 どうぞ。 

 

【大熊委員】 いまの次元あり次元なしといった問題で、何度も言いますように、それな

りに経験則に則ったＫ、Ｐという値を判断する、そういう基準というものが私は必要だろ

うと思うんですよね。いままでのやり方ですと、それなりにやったのかもしれませんけれ

ども、この３９流域の小流域に分かれていて、実際の観測流量のある流域というのはそう

数が多いとは思わないんですよね。せいぜい８つとか１１とかいう流域だったと思うんで

すけれども。残りはやっぱりそういう実測流量がない中で想定して決めているというとこ

ろで、今後、やはり貯留関数法をいままでずっと我々使ってきたわけですからこれを全部

やめるわけにはいかないと思うので、そういうＫ、Ｐという値が妥当な範囲の値になるよ

うな判断基準というものを今後つくっていくべきなのではないのかというふうに思います。

そういう意味で、この辺をもう一度きちんと点検してほしいということです。 

それと、このあとどんどん手を挙げていかないといけないので先に発言しておきますけ

れども、この整備計画の資料１の１５ページでちょっと気になったので質問させてくださ

い。１５ページに表１－７で南摩ダムと霞ヶ浦導水に関して事業中というふうになってい

ます。それで５７ページの上から５行目くらいに「なお、南摩ダム及び霞ヶ浦導水につい

ては、その扱いを検討し、その結果を踏まえて対応する」というふうに書かれていて、こ

の事業中という表現が適切なのかどうなのか、いま、確かダム検証やっている最中でした

よね。だから、ダム検証をやって不必要だということになったら、ここの表現は変わって

くるのか。そこをちょっと質問しておきたいと思います。 

 

【宮村座長】 はい。ありがとうございました。ほかにはございませんか。どうぞ、清水
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先生。 

 

【清水委員】 資料ですが、資料のうしろに附図が付いています。附図と本文はどのよう

に対応しているのか。附図の番号は本文中と繋がっているのかどうかということと、それ

から大熊先生が出された円山川の河川整備計画の中を見てみると、本文中に図とか写真と

か入っていてわかりやすいですよね。この利根川整備計画は文章、表が多いと思いますが、

必要な流域の図とかが、どういうところに入っていくのか、いろんな場面で話題になって

いるところの写真とか地図とか、そういうものは入れていく形にするのでしょうか。少し

わかりやすい整備計画の構成になっていないかなと。この辺はどのように対応されるのか

をお聞きしたいと思います。 

 

【宮村座長】 小池先生が発言を補足したいということなんですが、まずはいままでのと

ころで先に事務局のほうでお答えしてください。 

 

【事務局：小島河川調査官】 それではまとめてお答えさせていただきます。 

まず関委員のほうから意見を繰り返し聴くべきではないか。あるいはパブリックコメン

ト等で出てきている意見を示した後にというようなご趣旨のお話をいただいたところでご

ざいますけれども、まず繰り返し聴くという部分につきましては、これまでも利根川・江

戸川河川整備計画に関連いたしましては、検証に係る検討の中でありますとか、あるいは

目標流量等についてもご意見をいただいてきているところでございまして、そうした認識

のもとに進めさせていただいているというところでございます。 

それから、パブリックコメントの結果でございますけれども……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いします。議事の進行の妨げになるので

発言はご遠慮いただきたいと思います。 

 

【事務局：小島河川調査官】 公聴会であるとかパブコメの意見を聴いてからというよう

なご趣旨の意見だったかと思いますけれども、有識者会議につきましては、これも繰り返

しの説明をさせていただいているところでございますけれども、学識経験を有する皆様方

の意見を関東地方整備局がお聴きするということを目的にした場でございまして、学識経

験を有する皆様の専門的知見をもとにご意見をぜひいただきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いします。議事の進行の妨げになります

ので、発言はご遠慮願います。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事の進行の妨げになりますので、発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事の進行の妨げになりますので、会場の発言はご遠慮い

ただきたいと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事の進行の妨げになる発言はご遠慮ください。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事が進められない状況

となっております。会議の進行の妨げになる発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので発言はご遠慮いただきたいと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 繰り返しになりますが、議事の進行の妨げになります。発

言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 では、つぎ。 

 

【事務局：小島調査官】 それから南摩ダム及び霞ヶ浦導水事業につきましては、現在、

事業の状況としては継続、事業中というような位置づけでございます。 

 

【大熊委員】 事業中という位置づけなのか。 

 

【事務局：小島調査官】 いま大熊委員からご指摘ございましたとおり、いま検証という
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手続き中でございますので、その旨を踏まえた上で、本文で記述させていただいていると

いうことでございます。 

それから附図につきまして、先ほど清水委員のほうからご指摘をいただきました。ちょ

っと確認をさせていただきたいのですが、清水委員ご指摘の附図３のカラーのではなくて

……。 

 

【清水委員】 巻末に付いているいろいろな附図の番号が本文中のどこに対応していて、

どういう場面で出てくるのかとか、この資料でどのようにこの附図を使っているのかとい

う関連性、が書いてあるのかどうかということですね。 

それともうひとつは、先ほど言ったように、わかりやすい写真とか図とかを少し入れた

ほうがいいのではないかという、円山川の例が出てきたのでそれを質問させていただきま

した。 

 

【事務局：小島河川調査官】 附図につきましては３種類つけてございます。まず頭から

附図１計画諸元表という表でございます。こちらは現在、今回の計画対象区間となってお

ります利根川、それから江戸川等につきまして、計画となっている基本的な諸元を示して

いる表でございまして、河口から上流端まで将来的な計画の堤防高でありますとか、ある

いは計画高水位、それから現在の平均河床高、それから最深河床高といったものを縦断的

にお示ししているものが計画の附図１というものでございまして、基本的にはこれに沿い

まして、今後、個別の事業を行っていくということになってございます。 

それから附図２でございますけれども、附図２につきましては、こちらは堤防の断面形

状図という名称をつけてございますけれども、こちらはそれぞれ堤防の築堤でありますと

か、堤防の整備をする際に標準となります堤防の断面形を示したものでございまして、そ

れぞれ利根川の区間ごとに、あるいは、河川ごとに形状を示しているというところでござ

います。 

それから最後に附図３というものでございます。こちらはカラーになってございますけ

れども、洪水対策等に関する施行の場所というところでございまして、こちらは本文中に

記述しております洪水対策等に関する個別の事業メニュー位置を平面図に落とし込んだ附

図をつけてございます。 

 

【事務局：泊河川部長】 補足してよろしいですか。各河川で河川整備計画がこれまでつ

くられてきています。いくつかつくり方があるかと思いますけれども、河川整備計画の中

にいろいろな写真や図を多く入れてつくるというやり方のところと、法定計画なので比較

的文章とその文章を規定する図は付けるんですが、わかりやすくするための写真や図とい

うのは別に対応する場合もあります。 

利根川の場合は、いまのところ文章が中心で、その文章を規定する上で必要な図を付け

て、別途、きょうの場合、参考資料１に概要というものがあって、こちらにたくさん写真

や図を付けて、多くの方にご理解いただくのを助けるためには、こういうスタイルの資料

をつくるというやり方もございますので、利根川ではいまのところこういう進め方をしよ
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うかということでお示ししてきているところであります。 

 

【清水委員】 よろしいですか。 

 

【宮村座長】 どうぞ。 

 

【清水委員】 いまので説明わかりましたので、写真とか図を入れなくてもいいですが、

整備計画の中で、例えば、渡良瀬遊水地の環境を守りましょうとか、環境保全に努めると

か、そういう文章がある中で、何も整備計画の中でこれらを初めてうたったわけではなく

て、いままで例えばグランドデサインとか、湿地再生とか、いろんなもの（各種の委員会

の取り組み）がこのバックグラウンドにあるわけです。そういうものも写真とか入れて説

明する、そういうものもここに入れられるかなと思っていたのですが、文章でもいいので、

さまざまな議論を経て、ここで整備計画としてまとまってきている。各種の検討委員会と

か、その辺の提言とか、その辺の根拠というのも文章の中に示していただきたいと思いま

す。 

記述の仕方はいろいろあるということでわかりましたので、その辺はよろしくお願いし

ます。 

 

【宮村座長】 それでは小池さん、申しわけありませんでした。 

 

【小池委員】 ２つ文書をいただいていまして、ひとつは大熊先生単名のもの、それから

大熊先生と関先生の連名のものです。 

まず大熊先生には何度も申し上げておりますが、この基本高水に関わる部分は、日本学

術会議の第２１期で分科会をつくって対応いたしました。そのときに関わった者としてこ

こに出ておりますので、第３者的な学術の面からそのときの議論をご説明させていただく

ということでございます。 

ついでに大熊先生単名のものには、前半は八ッ場ダムに関する基本的な考え方ですので、

これは私の所掌外ということです。 

２番目の貯留関数法新モデルの問題点について記載されています。３つの論点と、その

ほかに前回お話の出た冨永先生の論説に関わることがございますので、大きく４つの論点

でお答えしたいと思います。 

まずひとつは、一番目のところに「乖離を検証することはできていません」ということ

でございまして、これはちょうど大熊先生に引用していただいておりますが、２ぺージ目

の下に引用の形で｢既往最大洪水流量の推定値は｣と回答の文書を引用していただいていま

すが、そのとおりでございまして、私どもといいますか、日本学術会議の分科会で行った

のは、この乖離を説明するひとつの計算事例を示しただけでございまして、乖離を検証す

ることはできておりません。これは何度も申し上げているとおりでございます。 

それから②のところに、これはどういうふうにされたかということをお尋ねしたいと思

うんですが、「新モデルの飽和雨量をそのままとして、旧モデルのＫ、Ｐをあてはめれば」
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ということで、これは国土交通省がされたように、近年の洪水に関する適応度というもの

をちゃんと見ておられるのかをご確認いただきたいと存じます。普通だと飽和雨量だけを

変えてＫ、Ｐを変えないと合わなくなると思いますが、それをされないままやられたとい

うのは問題があると思います。私の記憶が正しければですが、以前、関先生がされて、そ

のとき、私がコメントさせていただいたと思いますが、過去の昭和５０何年からですか、

過去の洪水履歴に関する検証をやった上で、新モデルのＫ、Ｐを定めて出したものが今回

使われているわけですけれども、片方のパラメータを変えて旧モデルのままでやるという

ことは、この貯留関数法の適用上おかしいと思います。 

それから３番目についてなんですけれども、これは冨永先生の論説と関係しているわけ

ですが、この②の１番下にｓ０、ｑ０が「妥当なＫ、Ｐを求める有力な方法である」と書

かれておられますが、貯留関数法という名前が良くないのかもしれませんが、流域に貯留

された固有の値があるようにお考えだからそういうふうに思っておられるのかもしれませ

ん。斜面上の表面貯留というものは、降雨の強度と浸透の速度との相対値で決まります。

そういうものをどうやって表現するかが貯留関数法なんですね。ですから、ｓ０、ｑ０と

いうようなものが、何かタンクのようなものがあって表現できるものではないと思います。

もちろんこれを決めるのはもうひとつ要素がありまして、斜面上、水がどう流れるのかと

いう抵抗則ですが、抵抗則は確かにその流域固有な値というものがある程度は定められる

と思います。ただし、流域といってもいろんな斜面がありますので、なかなか固定値を求

めることは難しいのですけれども、抵抗則と降水の雨の強さと浸透能の相対的な関係で流

域貯留、表面貯留というのが決まりますので、それに応じた値になってくると考えられま

す。この点は、日本学術会議で議論したわけではなく、私の考えにすぎません。 

それからもうひとつの大熊先生と関先生の連名のものと大熊先生の単名のものにもあり

ますが、新旧の対応表ということに関連してお話ししたいと思いますが、その前に大熊先

生、関先生のものをいまざっと拝見して気がついたところで、私が申し上げたことを間違

ってとられている点があるかと思いますので申し上げておきますと、３ページの｢国土交通

省は実際に使った貯留関数法モデルを混同しています｣とお書きになっておりますが、前回

申し上げましたように、斜面を流れる流れの形態というのは、大きく４つあります。 

層流状の表面流。マニング型の表面流。それから経験則としてもうひとつ、シェジーの

表面流がございます。それから浸透として斜面を流れるダルシー型の中間流といいます。

それぞれの運動方程式によって決まる貯留関数法のＰというものがございます。層流型は

３分の１になりますし、マニング型は５分の３、いわゆる０．６になりますし、シェジー

型は３分の２になりますし、ダルシー型は１になります。先ほど大熊先生からお話ありま

したが、このＰの値に応じて定数Ｋの次元は変わってきます。それぞれ次元が違います。 

こういうものが、流域のどこでどういう時間帯にどういう形態の流れが発生しているか

ということを定めることは非常に難しい。いくらこれを分布型でやっても難しいので、通

常はどう考えるかというと、こういう次元を持ったＫと次元を持たないＰがございますが、

これをパラメータと考えてＱとＳの関係を定めるということが通常行われています。 

国土交通省がされたのはそういうことで、こういう流れの関係をどこでどういう流れが

あるからこの値、というふうにされたわけではないと理解しています。そのパラメータを
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観測流量と雨量を使って適切に定めたということだと思います。 

ですから基本的な貯留関数法という手法のバックグラウンドとなる運動方程式とこの貯

留関数法の関係というのは、理論的に、今申し上げたようにクリアになっておりますが、

この手法を実際に適用するときは、その次元を、あるいは、その流れの形態を意識してや

るということを通常していないというのが現状だと思います。 

それで、大熊先生に用意いただいているこの表でございますが、まず新モデルと旧モデ

ルで何が違うのかということにつきましては、これも前回申し上げましたが、これにつき

ましては、日本学術会議にて平成２３年の３月から４月に集中的に議論いたしました。流

出域と浸透域というものを分けてそもそも考えるという木村の貯留関数法と、有効降雨を

定めて貯留量の関係を求めていくという角屋・永井の貯留関数法がございますが、どちら

がよりわかりやすいかということを議論いたしまして、日本学術会議の回答の中にもきち

っと書いておりますが、この有効降雨をある手法で定めて、そしてそれで出てくる水の流

れを時間配分するために貯留関数を使うという方法を提案し、それに従って新モデルとい

うものをつくっていただきました。ですからモデルのつくり方が違いますので、その２つ

の値を比較するということは、ここではなかなか難しいと思います。そうやってできた新

モデルのＰの値が先ほどご議論になりましたが……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【小池委員】 ここに非常に良くまとめていただいておりますように、先ほど４つの運動

形態があって、それがどういうふうに起こっているかわからない。わからないときに流量

と降水量とのデータを使ってこれを合わせるということで、こういうものを定めるという

方法が確立しておりますが、これを見ていただくとわかるように飽和雨量は無限大になる。

いわゆる第四期火山岩類の浸透性の高いところではこの値が低くなっており、そうでない

ところは高くなっております。 

場所によって０．６に近づいているとこれを見るか、０．５３は離れていると見るか、

なかなか難しいところですけれども、流出解析をやる立場からはそれほどかけ離れた値で

はないという判断をして、妥当であるという答えを日本学術会議は出しました。 

以上がきょう出された視点に対する私の考えでして、それ以外につきましてはこれまで

いろいろお答えしておりますので重複になりますので避けたいと思います。以上です。 

 

【宮村座長】 ありがとうございました。ご意見ありますか。どうですか。では関さん。 

 

【関委員】 まず関東地整のほうから、意見を聴く場だということを繰り返し、繰り返し、

説明されたんですけれども、河川法が改正されたのが１９９７年で、そのあとその改正河

川法の趣旨に関して当時の河川局長が、国会でたぶん答弁していると思うんですけれども、

聞きっ放しってことはありませんと。当然、聴いたからにはその意見を反映させることが

その河川法の趣旨ですということを国会の場で言っていると記憶しています。正確になん

て言ったのか、いま再現できないんですけれども、その趣旨からすると、これは改正河川
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法の趣旨に反しますし、場合によっては改正河川法の違法性が……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【関委員】 あると思います。 

なので、いま清水委員のほうからも、もうちょっとわかりやすくという要望もありまし

たけれども、目下、こういう字中心の整備計画案になっていますけれども、それは目下そ

ういうことですので、ぜひバージョンアップしたものを提示してください。その上でまた

再討議する、当然、再討議して内容を詰めていくことが必要だと思います。そうでないと

違法性の疑いも私は感じます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【関委員】 それと小池先生のコメントなんですけれども、やはり、乖離の理由は説明で

きない。それは検証できなかったということが学術会議の結論なわけですから、やはり結

論は出ていないと判断するしかないと思います。前回、小池先生が中規模洪水と大規模洪

水では、水の浸透とその流出、表面流の流れ方の物理的なプロセスが違うので、違う値が

出てきますという非常に明解な説明をいただきまして、全くほんとうにそのとおりだと、

私は目からうろこが落ちたんですけれども。ということは、やはり１０，０００ｍ３／ｓ

くらいの洪水から今のパラメータは定められているわけですから、そこで求めたパラメー

タがその１．５倍とか２倍になるような計画降雨で、そのときにはあてはまらないことに

よって乖離が生じていると考えるのが最も科学的な推論だと思います。 

ですので、この乖離の原因が説明できていない以上は、やはり２１，１００ｍ３／ｓと

いう値は妥当ではないと結論するしかない。妥当ではない。当然、その同じモデルから求

められた７０年から８０年に一度のモデルで１７，０００ｍ３／ｓというのも同じ理由で

妥当ではないと結論するしかないと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 大熊さん。 

 

【大熊委員】 関さんが答えられているので、屋上屋を重ねることになりますけれども、

先ほど私が新モデルの飽和雨量を前提として、旧モデルのＫ、Ｐをいれてみたら流量が下

がりましたよというのは、これはひとつの事例として提示しました。それは何度も言うよ

うに中小洪水で決めたＫ、Ｐと大洪水とでは異なるということであって、とりあえずこう

いうことで考えてみるとこうなるという事例として提示させていただきました。 

それと、これも何度も言うようですけれども、乖離が説明できていないのに小池先生は
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２２，２００ｍ３／ｓが妥当であると判断するというふうに書かれて、カスリーン台風と

は書かれていなくて、２００年超過確率洪水流量は２２，０００ｍ３／ｓが妥当であると

判断をされているわけですよね。乖離が説明できないで妥当だというところにひとつ大き

な問題点があるだろうと思います。 

それと、ここで決められているＫ、Ｐというのは経験則で経験的に決めている。理論的

には決めきれないということで、経験的に決められているＫ、Ｐが、その冨永先生の方法

論でチェックしてみると、とんでもない値になっている。 

そういうことは非常に問題であって、ｓ０、ｑ０というのは何もそういう理想的なもの

があるとは私は考えておりません。ひとつの判断していく過程として、こういうｓ０、ｑ

０で妥当なＫ、Ｐが判断できると考えています。ｓ０はいってみれば流域に降った雨の貯

留量で、それがｑ０でどれくらいのスピードで出ていくのかということで、それが極端に

短い１０分とか２０分とかいう短い時間であったり、もっとすごく長い１か月とかそうい

ったような値になっているのはおかしいということで、ひとつの洪水を起こす雨が降って

それが出ていくということが、ある程度の時間内に収まるといったようなことを判断する。

そういうことでＫ、Ｐが決められていけば、妥当な洪水流出計算ができるのではないのか

と考えて提案しています。 

私はこういう流出解析を専門としてやってきた人間でないことはご存じのとおりですけ

れども、こういう観点からこういうことをやってみてはどうかということで提案している

ところで、ぜひもう一度この新モデルのＫ、Ｐをそれなりに計算し直していただきたいと

思っております。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので会場からの発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会議の進行の妨げになりますので会場からの発言はご遠慮

いただきたいと思います。 

 

【大熊委員】 別の意見もいいですか。 

 

【小池委員】 今、関先生と大熊先生からお話のあった、おそらく３点だと思いますが、

まずこの乖離を検証することはできない。これは何度も申し上げていますが、データがな

い以上、やっぱりできないんですね。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 
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【小池委員】 それで日本学術会議ではどうしたかというと、そういうメカニズムがある

ということを示した。これがひとつでございます。現在であれば、たぶんそういう解析は

できるであろう、あるいは仮定をおいてやればできるであろう。しかしこういう実証的な

ことをやる場合には、実証できるデータで説明することが必要という形で日本学術会議で

はそういう方法論をとりました。その中で……。 

 

＜傍聴席より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の方にお願いいたします。会議の進行の妨げになりま

す。会場からの発言はご遠慮ください。 

 

＜傍聴席より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事が進められない状況となっております。会場からの発

言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事の進行の妨げになりますので会場からの発言はご遠慮

願います。 

 

【小池委員】 ２点目ですけれども……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。会議の進行の妨げになり

ますので会場からの発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場からの発言はご遠慮いただきたいと思います。 

 

＜傍聴席より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 議事が進められない状況となっております。議事の進行の

妨げになる発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 
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【事務局：小島河川調査官】 議事の進行の妨げになりますので、会場からの発言はご遠

慮願います。 

 

＜傍聴席より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場からの発言はご遠慮願います。 

 

【宮村座長】 再々、議事の進行への注意がありますが、どうぞ進行にご協力ください。

もし、ご協力いただけない場合は退席することをお願いするかもしれません。どうぞ、議

事進行にご協力ください。では、小池さんの話を続けます。 

 

【小池委員】 ２点目なんですけれども、Ｋ、Ｐの決め方でございます。先ほど申しまし

たが、この新モデルの場合には有効降雨というものを定めました。有効降雨モデルという

ものをまずつくるようにお願いして、雨量のデータからどれだけが洪水に寄与しているか

という、いわゆるボリュームになるわけです。これを決めていただき、それを流量ハイド

ログラフにどういうふうな形になってそのボリュームがあらわれるかということをＫとＰ

を観測値で定めるというところからやっていただきました。 

その定め方は先ほど来申し上げていますように、洪水が斜面を流れる流れの形態によっ

て変わってきますので、これまで観測された大きな洪水で定めるようにというのが、私ど

もがお願いした内容でございます。２点目に対するＫ、Ｐの決め方というのは過去のデー

タからはそういうふうにして決める以外にはないということでございます。 

３番目の点ですが、それがどうして妥当と言えるのかということで、これは日本学術会

議からの一般の皆さん方の説明のときにも申し上げましたが、こういうものを検証する私

たちが学術的にやる方法は、できるだけこういう現象を現す物理的なモデルを使います。

現在、そういう物理的なモデルが開発されてきておりますので、そういう物理的なモデル

を使って計算いたしました。これまでは……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになる

発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【小池委員】 これまでは、なかなかこういうモデルを長期に走らせることはできなかっ

たのですけれども、この会議でも申し上げましたが、そういうふうに長期に走らせるデー

タが準備されましたので、京都大学と東京大学でそれぞれ計算をしました。その中で、二

山洪水の問題に関する回答も得ましたし、それからこれは大熊先生が前々回ご指摘になり

ました乾湿状態との関係でございますが、東大のモデルでは土壌水分と飽和雨量との関係
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というものを見たところ、多くの場合、右下がりというのですか、飽和雨量が土壌水分が

高い場合、飽和雨量が下がるというような結果が出てきましたが、一部上流域で、おそら

く雨のデータが十分でないところについては、それが合っていないところがあったと。特

に、昔、昭和３３年、３４年の洪水のときにはそういう値が離れたところがあったという

ような報告をしております。 

そういう物理的なモデルと比較したときに、この値が非常に似通った値が出ているとい

うことをもとに、この結果が妥当であるというふうに判断をしたわけです。これは日本学

術会議で行った判断でございます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので発言はご遠慮願います。 

 

【大熊委員】 はい。 

 

【宮村座長】 どうぞ。 

 

【大熊委員】 Ｋ、Ｐがきちんとした実測流量のもとに決められたようなご発言でしたけ

れども、３９流域の中できちんと実測データのもとにＫ、Ｐを決めた流域は何流域あるん

でしょうか。基本的に私はほとんどデータがないというふうにまず考えております。 

それから小池先生はいろんな長期間にわたるモデルで整合性が良かったとか、物理的に

検討してこの流出モデルが妥当であるとか、いろいろおっしゃいますけれども、結局カス

リーン台風のときにピーク流量としてはせいぜい１５，０００ｍ３／ｓくらいであったと

いうことは、僕はもうほぼ明らかだと思うんですね。このことを小池先生はどうお考えに

なるのか。それで、２１，０００ｍ３／ｓとか２２，０００ｍ３／ｓと１５，０００ｍ３

／ｓの差はかなりのボリュームになるんですよね。このボリュームはどこへいってしまう

のか。氾濫はなかったということは私が徹底的に調べておりますし、昭和２２年とか昭和

２４年当時の１５，０００ｍ３／ｓの議論のときにも上流に氾濫があったといったような

議論は全くなされていないわけですよね。そういう意味ではせいぜい烏川合流点付近の河

道貯留的なものしかないわけで、この大きな差を説明できない限り、妥当だという表現が

私はできないと思うんですね。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【大熊委員】 それが説明できない限り、やはり日本学術会議の結論というのは、妥当な

ものでないというふうに判断するしかないのではないかというふうに思います。 
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＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【大熊委員】 あと、時間がどんどんなくなってくるので、どうしても言いたいことがあ

るんですけれども、それについてよろしいですか。 

 

【宮村座長】 流量に関する……。 

 

【大熊委員】 違う、流量ではありません。 

 

【宮村座長】 整備計画（原案）。 

 

【大熊委員】 原案。 

 

【宮村座長】 ちょっと小池先生に。 

 

【大熊委員】 はい。 

 

【小池委員】 基本高水の計算でございますので、流れてきた水が河道を伝わって全部下

流に流れる、スムーズに流れるという前提で計算をいたします。私どもが烏川の合流点の

上流で計算しましたのは、それが、大氾濫といわないまでも、河道が多少川幅が広がり、

そして貯留効果が見込めるといったときに溜まるという効果ではなく、流出ピークが遅れ

るという効果があって、それが集中効果を遅らせて洪水流量を下げるんだというメカニズ

ムを出したということです。 

大熊先生もお気づきになっているように、そういう効果が上流のいたるところで起こっ

た場合にピーク流量が下がる可能性があります。ただし、現在の基本高水の計算はそうい

うことが起こらないということを前提に水を流しておりますので、基本高水という計画の

ものにつきましては、こういう値になるというのが私どもの結論でございます。 

  

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【小池委員】 ですから、検証ということをいわれると、ここに書いてありますように、

この乖離を検証することはできていないのは事実でございますが、その差をどのように考

えるかという考え方につきましては提示をしております。 

 

【大熊委員】 ２２，０００ｍ３／ｓというのが妥当であるという結論を出されるという

ことは、この２２，０００ｍ３／ｓを前提として利根川治水計画をやろうとすると、私の

きょうの単名で出している意見書にも書いてありますけれども、治水計画として完成して

ないですね。要は２２，０００ｍ３／ｓで下流に１６，５００ｍ３／ｓにするためには、
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５，５００ｍ３／ｓ分を上流で貯留しなきゃならない。いまの現状の中ではもう永遠にで

きないわけですよね。 

こういう問題を棚にあげといて、２２，０００ｍ３／ｓが妥当であるということは、利

根川治水計画を立てる上で、私は全く、後世に対して申しわけない計画をつくって、それ

で今、そういう関連の中で八ッ場ダムをつくろうとしているというところにものすごい問

題点があると思います。 

現実に治水計画を立ててそれを実行していこうという中で、実行不可能な治水計画を立

てておいて妥当であるといった言い方というのは、私はやはり河川工学という分野の中で

はあり得ないのではないかと思います。水文学はあり得るのかもしれないですけれど、河

川工学としてはそういう論理のもっていき方は妥当でないだろうというふうに思います。 

ついでですけれども、きょう、利根川流域市民委員会から出されたもので９ページのと

ころを見ますと、これは八ッ場ダム検証のときの開示資料から作成されたというそれぞれ

の工事のお金がリストアップされていて、前回でしたか、今回の河川整備計画でお金はい

くらかかるんだという質問したときに８,６００億円といったような数字が出されたと思

うんですけれども、この別紙、９ページの別紙２では８,３５０億円くらいになっていると

いうところで、ぜひ、今回の河川整備計画の細かい内訳を提示していただかないと、細か

なところの河川整備計画の議論ができないわけですね。その辺、ぜひ細かい内訳を出して

いただきたい。 

そういうことを見ながらほんとうに河川整備計画が妥当なものであるのかどうかという

ことが判断されると思うんですよね。ですから、私はぜひその治水計画、基本方針にしろ、

河川整備計画にしろ、実現できるかどうかということが非常に重要なことであって、その

ことが判断できる資料の提示を求めます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【小池委員】 先ほど大熊先生からお話のあった大熊先生単名で書かれている１に関する

ことでありますが、この日本学術会議のこの分科会が担った役割は、学術的に基本高水の

値が妥当であるかどうかという判断でございます。その結果、河川工学としてそれを実現

していくのはどうかという判断はこの学術会議ではやっておりません。 

そこはこの回答の中にも明確に書いておりまして、附帯意見という形で書いております。

それを読み上げますと「既往最大洪水流量の推定値及びそれに近い値となる２００年超過

確率洪水流量の推定値と、実際に流れたとされる流量の推定値に大きな差があることを改

めて確認したことを受けて、これらの推定値を現実の河川計画管理の上でどのように用い

るか慎重な検討を要請する」というのが、この基本高水の学術的妥当性を検討した学術会

議からの要請でございます。 

そこと、大熊先生のおっしゃっているところは、まさに一致しているところでございま

して、これを河川工学上、どう……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 
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【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ます。 

 

【小池委員】 どう実現していくかが非常に大事なところだと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 それでは、流量以外の先ほど言われたほうはどうですか。 

 

【大熊委員】 今何を言おうとしていたのか忘れてしまった。 

 

【宮村座長】 何か流量以外に整備計画であるでしょ。 

 

【大熊委員】 ですから、先ほど、整備計画に関しては、お金をきちんと内訳を提示して

ほしいということで、この前、８,６００億円と言われたんで、そのことと、ここの流域市

民委員会が提示している９ページの別紙２でいわれるこの数字が若干違うんで、やはりき

ちんと出していただかないと議論ができないと思って、これを出してほしいということで

す。 

 

【宮村座長】 それと先ほど言われていたのは。 

 

【大熊委員】 まずはこれ、河川整備計画。 

 

【宮村座長】 どうぞ、野呂さん。 

 

【野呂委員】 今の大熊委員の概算事業費に関連して申し上げたいと思っています。今、

国の財政は危機的状況にあります。そうした中で安倍政権は復興対策及び復興名目で補正

などで大変な財政出動を決めております。その分に見合う税収が上がってくる保証は何も

なく、さらに国の借金を増やしていくことは間違いないだろう、最後の大規模な財政出動

ともいわれています。そうした財政が、先々厳しくなる中で、どのように利根川・江戸川

の治水対策を進め、住民の安全を確保していくのか。やはりお金のことをきちんと押さえ

ておかなければいけないのではないかと私も思っております。 

それでこの流域市民委員会の表でございますが、気がついたのは下に高規格堤防事業と

いうのがありまして、いわゆるスーパー堤防のことでありますけれども、ここで８２億円

という非常に少ない数字が出ております。これはすぐでなくてもよろしいんですが、これ

は一体何メートル分のお金なのかをまず知りたい。これまでの議論の中で、２２ｋｍくら

い利根川下流と江戸川で整備したいという記憶がありまして、ざっと、仮に２２ｋｍでし

たら、１ｍ当たり３７万円くらいで済むのでしょうか。それだけ安く済むのでしたらどん
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どん整備していただきたいと思っているんですけれども、確か荒川の江戸川区平井地区の

右岸で、いろいろ進めてきた中で、正確な距離は忘れましたけれども１００ｍ強か１５０

ｍくらいで相当、何十億円もかかっているはずです。それでいくと１ｍ当たり５，０００

万円以上はかかっているわけですね。さらにスーパー堤防整備の区としての考え方の中で、

２兆円とか途方もないお金が出されております。そういう意味では今、スーパー堤防のこ

とを申し上げましたが、ほんとうにこんな予算で済むのでしょうか。 

あと一番上の首都圏氾濫区域堤防強化対策、ここにも数字が出ていますけれども、この

数字でほんとうに足りるのか、八ッ場ダムにしろ、当初計画からどんどん予算が増えてい

ます。まだ先々で、もし建設する場合はダム本体工事を含めまして相当お金がかかるわけ

でありまして、この出ている数字で済むのかどうか。これまでの議論の中で、一応八斗島

で１７，０００ｍ３／ｓを流すんだということを、原案などで申し上げていますけれども、

ほんとうに１７，０００ｍ３／ｓを流せる費用はどのくらいなのか。今現在わかる範囲で、

きちんとした予算の裏付けの資料を出していただきたい。その数字を出していただかない

と、議論はできないのではないかと思っております。 

それと同時にその数字とともに、今、八ッ場ダムの建設を巡って、目標流量などで議論

が交わされているわけでありますから、八ッ場を造らないとなりますと堤防強化対策費が

ど～んと上がったりするのかもしれませんけれども、そういう八ッ場なしの数字も出して

いただけたらと思っております。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【野呂委員】 そしてもう一点だけ。前回お願いしました八斗島下流の河道の横断図を出

していただきまして、大変ありがとうございます。これではよくわからないのですけれど

も、実際に川俣は、ざっと見た限りものすごく水を流せる状況でありますけれども、栗橋

あたりにくるとかなり流せる水の量が減ってくるのではないか。図を見た限りで勝手に思

っているわけですけれども、具体的に昭和２２年当時に実際に河道でどのくらいの水を流

せたのかという数字を教えていただけませんでしょうか。今回わからなければ、次回でも

構いませんけれども、水の量を教えていただきたいと思います。以上です。 

 

【宮村座長】 ほかにご意見、ご発言はありますか。どうぞ。 

 

【関委員】 予算のことが出たので、追加させていただきます。 

大体８，６００億円が見込まれているということなんですけれども、この利根川流域市

民委員会のきょう出てきた意見書を見ると、これだけの事業をやったら８，６００億円で

は済まないだろうという意見書が出てきております。今、野呂委員のほうからスーパー堤

防、高規格堤防の話がありましたけれども、一度仕分けでなくなって、その後、また２２

ｋｍで復活するということですので、当然その２２ｋｍ分を考えたら８，６００億円で済

むわけがないわけで、やはり財政の支出可能な最大限というものがあって、その中でどこ

から優先順位をつけて予算を振り向けていかなければいけないのかということが話し合わ
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れなければいけないと思います。 

この中で一番プライオリティが高いのはどれなのかということも何も書かれていません

で、おそらくこの河川整備計画が通ると、まず八ッ場という選択肢が、八ッ場の本体工事

の予算がつくということがまず行われると思うんですけれども、ほかのメニューと比べて

見て、八ッ場はどう考えても急ぐ必要がない事業だと思います。 

特に盛り土をしたところが崩れ始めていることが既に出てきておりまして、水が谷筋に

流れてきていないで、水みちが盛り土の下に通っているみたいなんですね。谷筋を流れな

いで地下に浸透していって流れてきているという現象が出てきているみたいで、この間、

地質学者の方がその写真を見せていただいて驚いたんですけれども、おそらく崩れ出す可

能性があるというのが地質学者の見解でして、崩れ出したときに追加でどのくらい費用が

かかるのか考えると、奈良県の大滝ダムの例とかを見ますと、さらに追加で３００億円、

４００億円、５００億円かかっているわけで、財政の上限が８，６００億円しかないのに、

八ッ場の本体を進めて、追加の事業費５００億、１，０００億となったときに、ほかのと

ころにまわすお金がなくなってしまう危険性が現実に指摘されているわけです。８，６０

０億円という予算の上限考えたときに、当然、最もリスクが少なくて住民の賛同が得られ

るところから始めていくというのが妥当な線だと思います。 

 

＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【関委員】 そう考えると、八ッ場と高規格堤防は賛同が一番得られないし、最低限、後

回しは当然のことだと思います。 

１７，０００ｍ３／ｓを流そうとしているので、これだけのメニューが出てきて、おそ

らく８，６００億円ではとても足りないメニューが出てきているんですけれども、ほんと

うは１４，０００ｍ３／ｓ以下が妥当な値であると思うんですけれども、７０年、８０年

に一度の確率で流れるのは１３，０００ｍ３／ｓから１４，０００ｍ３／ｓくらいだと、

私の計算ではそうなるんですけれども。１７，０００ｍ３／ｓではなくて、１５，０００

ｍ３／ｓだったら８，６００億円でおさまるのではないかと私は思うんですよ。１７，０

００ｍ３／ｓにすると、とても８，６００億円ではおさまらないと市民から意見も出てき

ていますし、私もそう思います。 

ですので１５，０００ｍ３／ｓの流量にしたときに、どういうメニューになるのか。そ

のときの予算というのもぜひ検討していただきたいと思います。さらに、どこから優先的

に順位をつけていくのか、予算の配分の順位というのも当然議論されるべきだと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 そのほかに整備計画（原案）に対してご意見はございますか。いいですか。 

 

【清水委員】 治水安全度については、これまで何回もどういう意見を持っているかを各

委員から聞かれて、今回も大熊先生、関先生のほうは高めであるということを言われてい
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る。 

 

【大熊委員】 高めではない。 

 

【清水委員】 では、私が言った後に間違いだったら修正してください。前回もどんな考

え方で目標流量を考えるのかというときに、前回説明させていただきましたけれども、カ

スリーンの調査で、安藝先生が上流の３地点の流量を足して、それを起こり得る最大の値

として、しかし、実際は河道貯留というものが起こって１０％から２０％低減するのでは

ないかと推測している。とすると、１７，０００ｍ３／ｓから大体１３，０００ｍ３／ｓ

の後半くらいの幅があります。そのうちの治水安全度として上限値をとるのか、下限値を

とるのか、中間値をとるのかというのは、これは当時の（正確な）データがないのだから

唯一の解というのは、当時、河道貯留がこれだけ起こったというデータが推測値でしかな

いので、どの値をとるかは、これは利根川の流域の安全度を考えるという中で、唯一の正

解というのはないと思います。 

これまで何回も我々はこの治水安全度に対して聴かれてきた。そこで、私はあの当時流

観した３地点の値、これが起こり得る最大の値であるとしてそれを主張していますし、河

道貯留として見込んである下限値、あるいは中間値くらいをとるべきだというふうに大熊

先生、関先生は主張されている。しかし、これは（データのない）実績から考えてもどこ

に真値があるかは言えないし、治水安全度は、個人の判断材料で決めるしかないです。 

一方で、前回も、国交省はカスリーンを実績として考えて整備計画流量を見積もってい

るのではないという議論をされている。この辺は、私は実績であるべきだとも思うのです

けれども、そうではなくて、新モデルで妥当な値として７０分の１から８０分の１という

ことでやられている。その結果、これも１７，０００ｍ３／ｓという値が出てきて、それ

が（治水安全度として）妥当であるか、妥当でないかはここに出ている有識者の皆さんの

個人の見解によって分かれると思います。私は高い値、１７，０００ｍ３／ｓというのが

利根川の治水安全度を考える上では、我が国の一番守らなければいけないというところで

妥当ではないかと言っているわけです。この議論はいくらやっても、もう堂々巡りでしか

ないわけです。 

ここで整備局にお願いしたいのは、これだけの議論があったことを踏まえて、整備局が

どのように判断するか。当然、その治水安全度を決めた段階でかかるお金が決まってきま

す。そのかかるお金が妥当であるかも踏まえてそれを判断していただくというのが、我々

が言える最大限のことではないかと私は思います。 

ここで唯一の解を出せと言われたらこれは出せないと言わざるを得ないと思います。議

事録を見てもらえばわかるように、小池先生は何回も真摯に説明されている……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【清水委員】 しています。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【清水委員】 真摯に説明しています。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので、ご発言をご遠慮願います。 

 

【清水委員】 議事録を見ればわかりますように何回も繰り返し……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【清水委員】 しています。その中でそういったことを我々もやはり真摯に受け止めるべ

きだと私は思います。以上です。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いします。議事の進行の妨げになります

ので会場からの発言はご遠慮願います。議事が進められない状況となっております。発言

はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

【岡本委員】 ただいまの清水先生の議論を聞きまして、これは事務局にお伺いしたいの

ですが、私も何十年間、利根川と付き合ってきて、同時代的に過ごしてきたわけで、大熊

さんも同じなのですが。私どもが従前理解していたのは、こういうストーリーだったわけ

です。 

つまり、大体明治以降に大きな洪水にあって被害を受けた。そのことを受けて、当然、

河川改修をはじめとした対策に入るわけですが、そのときに、おおむね我々の知っている

範囲では、既往最大の洪水に対応できるようにしようというのが直接的な目的としてやら

れた川が多いように思います。ところが戦後、計画技術の体系が変わって、特に多目的ダ

ムができて、ダムによって洪水をコントロールしようという発想が出てきたときに、これ

と相まっていると思います。 

それからもうひとつ、皆さん、ここで議論を落とされているのは、河川事業というのは

公共事業でございます。公共事業というのは税金を使ってやるわけです。と同時に公平、

もちろんその必要性があるとか、合理性があるということは当然なのですが、それ以外に、

行政的な妥当性、つまり、例えば利根川に対してある費用を投入してある効果を狙ったと

きに、それがあまりにも淀川と食い違って、淀川のほうが優遇されているとか、そういう

ようなことではない。つまり公平性がひとつ担保されなければいけない。それをどうする
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かということが、落っこちただろうと思うんです。 

私は利水が専門ですけれども、実は利水のほうがわかりやすいのですが、平均して１０

年に１回程度は水利権がパンクするのはやむを得ないけれども、１０％の危険率を覚悟し

て、その程度までは河川事業として河川の水源を整備していこうという発想で利水は処理

されているわけです。そこを超えたらどうするか。これは渇水調整という別の制度に入っ

て、水利権使用者間で協議して、その結論に河川側は管理・運営上は従いますという体系

になっています。 

水害はどうかというと、そもそもの２万いくらか１５，０００ｍ３／ｓかは別にしまし

て、１００年洪水という言い方が、昔はよく流行ったんです。ところが、あの当時、私ど

もが知る限り、水文統計学がそんなに整備されていたわけではないので、我々がよく聞か

されたのは、２２，０００ｍ３／ｓとか１７，０００ｍ３／ｓという数字を聞かされて、

これは一体何なんですかと安藝先生をはじめ、けん引者に聞いたときに、これは大体１０

０年に１回くらいの洪水であるというような言い方があって、要は、そのときになぜその

利根川は１００年をとるかという議論があったときに、ご承知のように、まず川には人間

あるいは経済的な死者が出る危険が当然ありますね。こういう川の、いわば社会的、国家

的な見地からバランスのとれた重要性の差というのが出てくるわけです。ですから今でも

よく我々の世界では、例えば５０年程度の洪水を想定した河川整備を進める河川計画もあ

れば、一番飛び跳ねたところでは、と我々は聞かされた。これはきょう整備計画を議論し

ていらっしゃいますが、これは２０年、３０年を目途にやれることを議論しているわけで、

その先にある将来の本来の行政としての理想像は２００年高水であるという議論は、もう

既になされているわけです。 

なぜ２００年なのかということに関しては、我々は１００年でやってきたんだけれども、

とにかく利根川の日本社会における重要性から考えて、いまや１００年では不十分だ。行

政としても、これは２００年に格上げせざるを得ないということがある。つまり河川整備

基本方針の作成に当たっては、そのような数字が諸河川のいわば重要度といったものを、

これはもちろん何か数値的に積み上げて出るものではないので、まさに我々、達観的とよ

く昔は聞いたんですが、達観的に決めるんだというおっしゃり方でした。 

細かく言えば、例えば利水に関しても、例えば工業用水が取れなくなるってことで、工

業立地してくれないから、もっと工業用水の安全度を上げようということが、例えば中部

の東海製鉄あたりから出てまいります。そういうことであるにも関わらず、とにかく利水

に関しては上水も工水も農水も関わりなく１０分の１でやろうということで社会的合意も

成立してやっておられることなんです。 

要は申し上げたいことは、まず河川整備基本方針の議論としては、洪水安全度をどの程

度取るかということは、今言ったようなストーリーでおそらくなされてきたはずだし、そ

のことに私自身は特別な異議を差し挟むことはございません。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【岡本委員】 ただ問題は、どのように担保するのかといったときに、まず１００年高水、
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２００年高水、あるいは５０年高水をどうやって決めるんだという技術問題が出ます。そ

れに関して、小池先生や、あるいは、それを批判なさる関さんや大熊さんも認めるように、

また、清水さんも認めるように、非常にまだ学問的にも科学的にもかくかくしかじかとい

うような決定的なものはない。しかも十分長い年月のデータがとれていない。その中で計

画を立てなければいけない。 

そのときにどういうことがあるかというと、結局いろんな社会で行われるのが、要する

に形式認定、例えば、まず流量がどうやって推定するかという方法をその時代にある方法

を特定する。実質上、国交省はある時期以降は木村さんの貯留関数法を主として使われて、

ただし、それを使う段に及んでは、北海道から沖縄までどの河川についてもその方法を使

う。つまり、方法を特定して、以後、これを全国で使うことで公平性を担保するというこ

となんですね。 

ところが貯留関数法を使うためには、直にはなかなか流量が揃わない。そうなると結局、

計画高水に相応するようなどういう雨量を使うことにするかということのひとつの技術基

準、技術指針をつくってやってこられた。だから、事実、河川局でやられているのは河川

砂防の技術基準の中に、計画高水にあたる雨量はこうやってつくりなさい。これを流量に

換算するときはこうやりなさいということでやっているわけです。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【岡本委員】 これはあくまで河川整備基本方針のレベルの議論でございまして、それを

２０から３０年を目途にしていわば値切らなければいけない。そういったときに、どう値

切るかというのは一番難しい行政判断の問題になると思うんですね。 

そうなると、必ずしもそれは機械的に、つまり、将来の基本方針の議論ならばある程度、

技術指針によってそれの当否が、また、小池先生おっしゃるように科学技術が進歩すれば、

その中身そのものが変わってくるでしょう。しかし、その時代時代で決められたものを、

とにかく全国で同じように使うということで公平を担保しつつ、ある程度の客観性を持っ

てということだと私どもは理解して今まで伺ってきたわけです。 

ただ、今回、ここで議論されているのは河川整備計画ですから、そういうゴールの話を

しているのではなくて、当面２０から３０年を目途にして、もちろんおっしゃるような予

算の制限もあり、技術レベル、マンパワーの制限などある中で、また２０から３０年とい

う時間の制限もある中で、行政としてどのあたりにこれをおくかというときにいろいろご

苦心があって、いま、特に流量そのものに異議ありということもあるから、いわゆるいろ

んな疑問を払拭しつつやられていると私は考えておるわけです。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【岡本委員】 ですから、一方的にこれは決められないとか、決められるではなくて、そ

れを決めなければいけないときにどうするかという話で、それをこういう形でやられてい

る。 
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ただ、その手法そのものに、関先生や大熊先生がおっしゃるように疑問ありやら、デー

タに疑問ありという議論は、それはそれとして私は承りますが、いわゆるそういうことが

一義的に河川整備計画の場合にはそういう形で決まるものではないのではないか。それは

河川整備基本方針でのレベルの議論ではないかというように私は理解しておりますが、そ

の点いかがでしょうか。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 どうぞ、清水先生。 

 

【清水委員】 目標流量（の議論）ではなくて、７７ページの整備計画原案の中の６．３

というところで、ダムを活かした水源地の活性化と簡単に書かれていますが、ぜひお願い

したいのは、整備計画の中で、既存のダム、水源地がどんな役割をして、どんな貢献をし

ているのかということをもっと明確に書いてほしいし、ダムが計画されているところも、

それからダムをすでにつくったところも全てで、利根川流域にとってその役割のためにい

ろいろな貢献、努力を払ってきたという位置づけで、水源地域の保全とか、活性化に向け

てのそういうもの（方策）を書いていただきたいと思います。 

利根川流域にとってこれだけのダムが下流に対し今までに（貢献）できたもの、いろい

ろな機能をしてきたというのがあまり明確になっていないし、それを踏まえて水源地が苦

労されてきた中で、その水源地の再生あるいは活性というものは、整備計画にとって大き

な位置づけであってほしいし、そういうところの内容を充実させてほしいと思います。 

 

【宮村座長】 ありがとうございました。佐々木さんどうぞ。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行のさまたまげ

になりますので、発言はご遠慮願います。 

 

【事務局：小島河川調査官】 会議の進行の妨げになりますので、発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】議事が進められない状況となっております。会場からの発言

はご遠慮願います。 

  

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 会場の皆さんに申し上げますが、少し静かにしなさい。それから、 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 まともな議論をしているのに、うしろがうるさいんだ。ちょっと静かにし

なさい。もし、これ以上発言したら、退席を私のほうから求めます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 いいですか。 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので、発言はご遠慮願います。議事の進行にご協力ください。 

 

【佐々木委員】 これまで１１回、こういう委員会をやってきましたけれども、流量の話

も重要な点というのはありますけれども、これは何度も同じ提案なり疑問、それから小池

先生から詳しい説明をいただきました。それは専門の違う私でも、ある程度内容、問題点

は把握できるところまできました。それをどう評価するかは、これは各委員の先生方の皆

さんで、この会全体としてまとめられる話ではないので、あまり時間がないので、私が事

務局、あるいは座長さんにお願いしたいのは、整備計画そのものですので、そのほかもい

ろんな問題点がかなりあるわけで、これに関して、ほかの分野の先生方がもうこれ以上の

案はないのかということを確認いただいて、この流量の問題は、先ほど清水先生がおっし

ゃったとおり、我々はもうこれ以上、この場で結論を出すものではありませんので、事務

局にこれだけの議論があったということを踏まえて、この整備計画に活かしていただきた

いと思うわけであります。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【淺枝委員】 可能であればそうしていただきたいと思っています。先ほど事務局からの

説明がありましたように、ここに書かれているのは内容自体はまだ詳細な部分では含まれ

ていません。私は円山川の整備計画を拝見させていただきまして、非常に細かく書かれて

いる。ただ、実際にはこれからすぐに工事にかかるわけではないですから、今後、また、

いろいろまた変わってくる部分もあると思います。その段階、段階にいろいろな専門家の

方を含めた形で、詳細に計画を立てていくという形をしっかりとっていただければと思い

ます。ぜひお願いしたいと思います。 

先ほどの流量の件に関しましては、清水先生がおっしゃたように、おそらくこの場での

議論では、もうないのではないかという気がします。議論は重要だとは思いますが、現在

の議論の性質から、もっと、別の場で議論いただかないと解決しない問題のように思いま

す。もし可能でしたら、そのように考えていただければと思います。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いします。議事の進行の妨げになる発言

はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 今の２人のご意見、それからその前の岡本さんのご意見がありましたけれ

ども、渡辺さんいかがですか、もしご発言があれば。よろしいですか。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【渡辺委員】 流量に関しては、我々とくに専門的な考えを持っているわけではありませ

んので、その妥当だという意見もあれば、大きい、高すぎるというご意見があることはわ

かりますけれども、それに関しては、多すぎる、高すぎる、妥当というのは、何とも私の

中では言えるものはない。 

  

【宮村座長】 ありがとうございました。阪田さん、もし……。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【阪田委員】 前にも私のほうからお話をさせていただいたかと思いますけれども、利根

川の流域といいましょうか、その河道に関しては、江戸時代からいろんな形で、改変をさ

れて今日に至っているということでございます。 

そのような中で、そのときどきに行われた、土木工事といいましょうか、そういったも

のの記録が、全てあるかということになりますと、ほとんどないといっていいだろうと思

います。それは江戸時代も含めて、明治時代になってもそうだと思いますけれども、そう

いったものが、この整備計画の中で目を向けていただければと思っているところでありま

す。例えば、スーパー堤防というものを設置するということになれば、当然、過去の堤防

の上に大きな堤防をつくっていくという形になるわけでありますので、過去の状況につい

てはこの段階では全くわからなくなってしまうということもありますので、大きな河川の

歴史という視点から見ると、その変遷を知る資料が、喪失してしまうことにならないよう

に見ていただきたいと思っております。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 ありがとうございました。小瀧さん、すみません、いかがお考えでしょう

か。 
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【小瀧委員】 私の立場は、この前申し上げましたように漁業に関係しているところでご

ざいますが、私は千葉県の職員でもございます。その立場から意見を申し上げますと、会

議の資料の中に、河川法から第１６条の２を抜粋した参考があります。これを見ますと、

現在のこの会議は３番目に当たるのですが、４番目として公聴会の開催等、５番目として

条文をそのまま読ませていただくと、河川管理者は河川整備計画を定めようとするときは、

あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴

かなければならないとあります。これについて、第８回会議の参考資料の中にあると思う

のですが、この前段に当たるやりとりが去年の１１月に行われているとのことでございま

すので、河川管理者の方は河川法に基づきこの３、４、５を総合的に勘案して今回の河川

整備計画を定めるものと私は解釈しております。以上です。 

 

【宮村座長】 ありがとうございました。先ほどの事務局に対する質問もありましたが、

時間がそんなに残っておりません。何人かの委員の方からも議論が繰り返したとお話があ

りました。大部分もそのようなご意見だということがあります。その辺を踏まえて、私も

繰り返しの意見にほぼなったなというふうには思っていますが、事務局のほうでまとめて。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【関委員】 予算の議論を全然していませんよ。８,６００億円では済みませんから。 

 

＜傍聴人より拍手あり＞ 

 

【大熊委員】 発言させてください。 

 

【宮村座長】 では、大熊さん。 

 

【大熊委員】 いくつか、頭の中が整理されていないのでうまくしゃべれるかどうかわか

りませんが、まず阪田先生がおっしゃった過去の歴史をはっきりさせろという問題では、

明治以降では足尾鉱毒事件というのが利根川に大きな影響を与えました。このことをきっ

ちり評価し直さないと、利根川の全体像というのは出てこないのではないのかと思います。

今までのいろんな利根川歴史を見ると、どうもそこのところが欠けているというふうに私

は感じます。 

それから順不同ですけれども第４回目までは、５０分の１相当で１５，０００ｍ３／ｓ

を目標流量にして、整備計画を立てるということで進んできていたと聞いております。ぜ

ひ１５，０００ｍ３／ｓを目標流量にした整備計画を立案して、財政も含めて１７，００

０ｍ３／ｓ案と比較させてください。それから清水先生が１７，０００ｍ３／ｓでカスリ

ーン台風で出たであろう最大流量相当でやればいいではないかということですけれども、

治水計画を立てていく論理が私は問題だと思うのですね。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【大熊委員】 もし、そういうことにするのならそれで私は賛同します。それを前提とし

て今までの貯留関数だとか基本高水の決め方だとか、そういうのをいっぺんやめていただ

いて、議論するということになろうかと思うんです。 

岡本先生がさっき何を言いたいのか僕はよく理解できなかったんだけれども、要するに、

今２００年確率ということで立てている利根川治水計画は私の目から見て絶対に完成しな

いんですよ。これは多分ほかの人から見てもそう思います。今の計画でいけば、あと１０

個くらいはダムをつくらなきゃならないということになってくると思うんですよね。 

これは、利根川だけでなくて信濃川も同じです。石狩川も同じです。吉野川も同じです。

こういう今、実現し得ない治水計画を立てている。そういう国交省および日本の河川工学

の分野というのは私は非常に問題があるというふうに考えています。それを修正していく

中で、新しく河川整備計画、２０から３０年先を見通して妥当な治水計画が立てられるの

ではないかというふうに思うんです。 

最後に、小池先生に聞きたいんですけれども、現実のカスリーン台風の実績洪水に関し

て説明できない、そういう流出解析の結果をもってして２２，０００ｍ３／ｓが妥当であ

ると言い切るのは、私はやはり学問上、勇み足であるというふうに思います。 

水文学と河川工学は性格が違いますけれども、水文学もやはり現実の社会との応答の中

で存在しているわけであって、あなたが今回お墨付きを与えたことによって物事は進んで

いきます。そういうことになると八ッ場ダムもできるでしょう。こういう永遠に完成しな

い治水計画を抱えたままになるでしょう。それに対して、あなたはやはり歴史的に責任を

負うということになるのではないかと思います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【大熊委員】 最後は申しわけなかったですけれど。私は小池先生に日本の河川工学を変

えてほしかった。そのチャンスがあなたにあったというふうに思うんですけれども、今現

在こういう状況であって非常に残念に思う次第です。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【大熊委員】 以上です。 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げになり

ますので、発言はご遠慮願います。 

 

【宮村座長】 関さん。あなたの言うのは予算の話でしょ。それは後で良い。 

 

【関委員】 予算の話です。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 大熊さんが今言われたことはここで言う話ではないと私は思いますので、

小池さんに答えてもらわないようにします。 

今まで、もう時間がなくなってきましたので、今までを振り返りますと、大方の委員の

方々は流量についてはそれぞれで専門性の中でやってほしい。整備計画についてはもう意

見を皆さん出揃ったというふうに私としては感じます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 時間がきましたので、最後に事務局のほうでこれを踏まえて、先ほどあっ

たことでもしお答えできるのであればお答えしてまとめてください。 

 

【事務局：泊河川部長】 まず今までご発言いただいた中で、少しこちらのほうから事実

関係の説明を先にさせていただきます。 

 

【事務局：小島河川調査官】 大きく５点説明をさせていただきます。 

まず八ッ場ダムの検証に関してご指摘がいくつかございました。こちらにつきましては、

冒頭、事務局の河川計画課長からの説明でもございましたとおり、八ッ場ダムの検証に当

たりましては、総事業費でありますとか、堆砂計画、それから過去の洪水実績など計画の

前提になっているデータと、あるいは地すべり対策等についても検討させていただいた上

でございます。 

また、治水、洪水調節の目的別の検討におきましては、八ッ場ダムを含む案のみならず、

河川を中心にした対策、あるいは、流域を中心にした対策等々、幅広く治水対策案を検討

した結果といたしまして、八ッ場ダムにつきましては継続という結果がでていると承知し

てございます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 それから２番目でございます。河川整備計画の事業費、そ

れから実現可能性というような点についてもご指摘がございました。こちらも従前ご説明

の中で、治水対策の具体的なメニューといたしまして、現時点で想定している費用は８，

６００億円ですという説明をさせていただいております。ただ前提といたしまして、河川

整備計画につきましては、河川工事の目的、種類、場所等を定めるもので、事業費等定め

るものではないと考えておりますけれども、一応、金額としては８，６００億円というも

のをお示ししてございます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 
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【事務局：小島河川調査官】 また、こちらの実現可能性につきましても、現在の予算規

模等の状況を考慮して、実現可能性を十分考えているところでございますので、実現可能

性はあるというように考えております。 

 

【関委員】 スーパー堤防は８，６００億円ではつくれませんよ。 

 

【事務局：小島河川調査官】 それから３番目のスーパー堤防についてご指摘がございま

した。スーパー堤防につきましては、こちらも前々回でございましたか、清水委員からも

いくつかご指摘ございましたけれども、一旦廃止という事業仕分けの結果もございました

けれども、その後、絞り込みを行いまして、現在、江戸川の下流部の堤防決壊した際の非

常に危険性に鑑みて、かなり絞り込みをした形で河川整備計画（原案）に記載させていた

だいてございます。ただ、個別箇所につきましては、事業の特性上、関係者との調整、具

体的にはその現在の地権者の方であるとか、共同事業者との関係で事業内容が固まってご

ざいますので、先ほどご説明申し上げました８，６００億円の中には現時点では含まれて

いないという状況でございまして、今後、関係者との調整を踏まえて検討してまいります、

ということでございます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 それから、４番目でございますけれども、こちらも、関委

員のほうからプライオリティだとか優先順位というお話がございました。こちらにつきま

しても、前々回でございましたが、清水委員のほうから「どのような形で進めていくのか」

というようなご指摘もございまして、その際もお答え申し上げているところでございます

けれども、基本的には、上下流バランスを崩さないような形でやってまいるということで

ございます。 

その中で、洪水調節施設につきましては、特に上下流バランスを崩すというよりは、河

川全体に安全度を高めるというような効果がございますので、現在、事業実施中のところ

を優先しつつ、地元の調整等とれた段階から順次進めてまいるというような優先順位を考

えているところでございます。 

それから最後、５番目でございますけれども、川俣の流量ですが、本日お示しした断面

につきましての川俣でどのくらいの流量が流れたかというような値でございますけれども、

こちらにつきましては、当時の検討資料の中でおよそ１３，４４０ｍ３／ｓという結果が

出ております。ただ、これは当時の限られた状況の中で、観測した値でございますので、

あくまでもそういった検討が当時なされておったということでございまして、以上、事実

関係として５点、説明をさせていただきました。 

 

【事務局：泊河川部長】 事実関係の補足について、私のほうからもうひとつしておきま

す。手続きについて河川法違反ではないかというご発言がございましたけれども、この有
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識者会議は規約で河川整備計画（案）を作成するに当たり、河川法１６条の２第３項の趣

旨に基づき学識経験を有する方々のご意見を聴くという趣旨で書かれております。先ほど、

挨拶でも申し上げましたし、荒川の説明でも申し上げましたが、原案を今年の１月に公表

いたしまして、それを皆様にご説明をさせていただいてご意見を聴き、私どもとしては、

いただいたご意見を踏まえまして、案というものを今後作成していきたいと考えておりま

す。そういう意味で、法律の規定、それからこの会議の趣旨に則って私どもとしては会議

を運営させていただいているということですので、決して河川法違反をしておるわけでは

ございません。 

 

【関委員】 案の後、会議が開かれなければおかしいですよね。原案、案、最終。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：泊河川部長】 この会議の規約ではそうはなっておりませんので、誤解のない

ようにしてください。 

 

【関委員】 では、案は誰が審議するんですか。 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いいたします。議事の進行の妨げとなり

ますので、会場からのご発言はご遠慮願います。 

 

【清水委員】 座長、１回だけお願いします。１回だけ発言させてください。 

 

【宮村座長】 短くお願いします。 

 

【清水委員】 短くします。大熊先生が最後に小池先生にいったご発言は取り消していた

だきたい。我々は自分らの学識に基づいて我々の判断で言っているだけで、それが全ての

責任を一委員に押しつけるのはこの会議の趣旨ではありません。そういう発言はぜひ撤回

してほしい。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【事務局：小島河川調査官】 会場の皆様にお願いします。会議からの発言はご遠慮願い

ます。会議の進行の妨げになりますので、会場からの発言はご遠慮願います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 みんな座ってください。お座りください。 
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＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 それでは関さん、後で説明してください。ともかく続けてください。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【野呂委員】 一点、断面図に関して発言させてください。今、小島さんのほうから川俣

に関しまして、当時１３，４４０ｍ３／ｓが流れていたであろうということを教えていた

だきましたけれども、それは堤防、河道ほぼ目一杯という理解でよろしいわけですね。 

 

【事務局：小島河川調査官】 正確な数字は残っておりませんけれども、堤防いっぱいと

いうよりは、余裕が…。 

 

【野呂委員】 越流しないという中で流れていったのが１３，４４０ｍ３／ｓという理解

でよろしいですか。そうではなくて、ある程度余裕があって１３，４４０ｍ３／ｓ。 

 

【事務局：小島河川調査官】 おおむね当時設定した計画高水位という範囲で流れていっ

たということです。 

 

【野呂委員】 ごめんなさい。それはそれだけ目一杯、堤防内で流れている水の量が１３，

４４０ｍ３／ｓという理解ですか。そうではなくて、当時、流れたであろうという水のほ

うですよね。 

 

【事務局：小島河川調査官】 はい。これは当時流れたであろう流量といたしまして１万

３千余という数字でして、それは堤防満杯というよりは、大体ハイウォーターレベル程度

の水位で流れたという記録が残ってございます。 

 

【野呂委員】 ハイウォーターレベルですか。となりますともし堤防いっぱい流れた場合、

どのくらいの水が流せたとみられますか。川俣地点で１４，０００ｍ３／ｓくらいですか。 

 

【事務局：小島河川調査官】 ちょっと直ちにこの場でなんとも。 

 

【野呂委員】 次回でもいいですけれども、それを教えていただきたいということをお願

いしたいと思います。次回で。 

 

【事務局：泊河川部長】 ご質問、ご意見の趣旨は、当時の昭和２２年のカスリーン洪水

時の観測流量がどうだったかというこれまでのご疑問に関してのご質問と考えてよろしい

のでしょうか。 
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【野呂委員】 そうですね。あれだけの水を流せる河道があったのか、実は１４，０００

ｍ３／ｓくらいしか流せない河道であった場合、遡っていった場合に八斗島で１７，００

０ｍ３／ｓも流せたかどうかということにもつながりますので。 

 

【事務局：泊河川部長】 それに関するご質問ですね。承知いたしました。 

 

【宮村座長】 では、続けて。 

 

【事務局：泊河川部長】 よろしゅうございますか。お時間もだいぶまいりました。今後

の対応につきましては、きょうもさまざまなご意見をいただきましたけれども、いただい

たご意見を踏まえまして、関東地方整備局において検討してまいりたいと思います。なお、

先ほど座長あるいは各委員からもお話がございましたとおり、河川整備計画（原案）に対

してのご意見は出揃ったというふうに考えておりますが、追加のご意見があれば書面にて

いただきたいと考えておりますので、あらためてご連絡をさせていただきます。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 それでは時間がまいりましたので、きょうの会議はこれで終了したいと思

います。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【宮村座長】 これまで委員の皆さんには、ご協力いただいたことをあらためてお礼申し

上げます。今後については、整備局が決めることですので、整備局のほうの検討にお任せ

します。きょうの司会を事務局のほうにお返しします。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

◆閉会 

 

【事務局：小島河川調査官】 宮村座長、議事進行ありがとうございました。また、委員

の皆様におかれましては、長時間にわたりましてどうもありがとうございました。これに

て第１１回利根川・江戸川有識者会議を終了させていただきます。大変ありがとうござい

ました。 

 

＜傍聴人より発言あり＞ 

 

【関委員】 ４階で記者会見します。 

―― 了 ―― 


